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「大量調理施設衛生管理マニュアル」の改正について 

 

「大量調理施設衛生管理マニュアル」 については、「大規模食中毒対策等について」

（平成9年 3月 24日付け衛食第85号（最終改正：平成28年 10月 6日付け生食発1006

第１号）の別添で示しているところです。 

本年 3月の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食中毒部会（以下｢食中毒部会｣と

いう。）において、平成 28 年の食中毒発生状況を報告し、ノロウイルス対策、腸管出

血性大腸菌対策等について議論が行われ、食中毒の発生防止対策については、調理従

事者等の健康状態確認等の重要性が確認されたところです。 

食中毒調査結果によると、食中毒の発生原因の多くは、一般衛生管理の実施の不備

によるものとされており、食中毒部会においても同様意見があったことを踏まえ、毎

日の調理従事者の健康状態の確認及び記録の実施等について、本マニュアルの一部を

別添のとおり改正することとしましたので、関係施設への監視指導及び周知等につい

て対応方よろしくお願いします。 

なお、引き続き、大量調理施設のみならず、中小規模調理施設等においても、本マ

ニュアルの趣旨を踏まえた衛生管理の徹底を図るようお願いします。 

 


